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全体のイメージをつかむため、 

「第Ⅰ部 総論」を追加しました。 
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第１章 総合計画について 

 

１ 総合計画の目的と経緯 

 「総合計画」は、平成 23 年（2011 年）の地方自治法改正により市町村に

おける策定義務がなくなり、今後の策定については各市町村の判断にゆだねら

れましたが、本市では、市政を総合的かつ計画的に推進するため、引き続き基

本構想を策定し、中・長期的な視点から市民のみなさんと市がともに目標とす

る将来ビジョンを描き、その実現に向けて、将来の行政需要やまちづくりの方

向性などを総合的、体系的に示します。 

 本市では、これまで昭和 50 年（1975 年）に策定した第 1 次から平成 18

年（2006 年）の第 4 次まで策定し、計画的な市政運営に努めてきました。 

平成 27 年（2015 年）度をもって、現在の第 4 次の計画期間が終了するに

あたり、新たなまちづくりの方向性を示すため、平成 28 年度（2016 年度）

を初年度とする「第 5 次朝霞市総合計画」を策定します。 

なお、本計画は、第４次まで「総合振興計画」としていましたが、「振興」と

いう言葉が開発型の行政をイメージさせ、後述の第５次の将来像にそぐわなく

なっているとの理由から第５次では「総合計画」としています。 

 

２ 総合計画の構成と期間 

 第 5 次総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成します。 

 

 基本構想は、市民と市がともに実現をめざ

す将来像と、その実現に向けた政策の方向性

を示すものです。構想期間は、平成 28 年度

から平成 3７年度までの 10 年間とします。 

 

 基本計画は、基本構想に掲げる将来像を実

現するための市の具体的な施策を分野別に、

体系的に示すもので、前期と後期に分け、そ

れぞれ５年間を計画期間とします。 

前期：平成２８年度から平成３２年度まで 

後期：平成３３年度から平成３７年度まで 

 

 実施計画は、基本計画に定めた各施策を展

開するためのより具体的な事務や事業の内容

を示すもので、各年度の予算編成の基礎とな

ります。3 年間を計画期間とし、毎年度、内

容を見直します。 

基本構想 

市民と市の 

将来像 

 
基本計画 

将来像実現のための具体的な施策 

 

 
実施計画 

施策展開のための事業 

 

 

第１次から第４次までの「経緯」と、

「振興」を削除した旨の解説を追加し

ました。 



 

 

第２章 総合計画策定の背景・前提 
 

１ 朝霞市の概況 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）朝霞市の歴史 

 この地域における人々の足跡は今から３万年前の石器時代まで遡ることができます。古

墳をはじめとして、中世の城跡である岡の城山や江戸時代に建てられた国の重要文化財で

ある旧高橋家住宅や川越街道の宿場町として栄えた膝折宿など、それぞれの時代をしのば

せる歴史的な遺産も数多く残されています。 

 明治22年（1889年）に町村制が施行され、のちに本市を構成することとなる膝
ひざ

折
おり

村

と内間
う ち ま

木村
ぎ む ら

が成立しました。大正３年（1914 年）には東上線（現在の東武東上線）が

開通し、昭和７年（1932 年）の東京ゴルフ倶楽部の移転を契機に、膝折村は町制を施

行し、朝霞町と改称しました。 

 昭和 16年（1941年）には赤羽から陸軍被服廠
しょう

分廠が、市ヶ谷から陸軍予科士官学

校が移転してきました。戦後、これらの施設は米軍基地として利用され、返還後は自衛隊

の駐屯地や公共施設の用地として利用されてきました。 

 昭和30年（1955年）に朝霞町と内間木村が合併し、新しい朝霞町となり、昭和42

年（1967年）3月15日に市制が施行され、県下27番目の市として朝霞市が誕生し

ました。 



 

 

  

（２） 朝霞市の地勢と人口 

本市は、県庁所在地であるさいたま市から９ｋｍ、東京都心から 20ｋｍの距離にあ

り、市の南部が東京都練馬区と接する埼玉県南西部に位置しています。 

本市の地形は武蔵野台地と荒川低地に大別され、その間の斜面林が武蔵野の面影を残

しています。また、荒川とほぼ並行して新河岸川が流れ、市の中央部には東西に黒目川

が流れるなど、変化に富んだ地形となっています。 

交通の面では、市の南部を国道 254 号（川越街道）、東部の市境を外郭環状線が通り、

高速道路に容易にアクセスすることができます。また、北西から南東の方向には都心と

直結する東武東上線と東京メトロ有楽町線・副都心線、東急東横線、南西から北東の方

向にはさいたま市など県央地域と結ぶＪＲ武蔵野線が走り、十字に交差しています。 

こうした豊かな緑と交通利便性を背景として、本市の人口は市制施行以来、増加を続

けており、人口増加率は全国や首都圏と比較しても高く、平成 26年（2014 年）１０

月 1 日現在（住民基本台帳）で 133,849 人となっています。特に若い世代の流入が多

いことから、本市の人口は非常に若く、また、核家族世帯や一人暮らしが多くを占めて

いることも現在の本市の特徴となっています。 

「人口」については、随時時点

修正をいたします。 



 

 

 

２ 社会の潮流 
計画策定にあたって考慮すべき社会の潮流や国の動向として、 

概ね以下の項目が挙げられます。 

  

都市のあり方の変化・ 

社会資本の老朽化 

産業構造の変化や都心の再整備等に

より、都心回帰の動きがみられます。

また高齢化に伴い、これまでの自動車

移動中心の都市構造の問題が指摘され

ています。 

わが国の社会資本の多くが建設後

30～50 年を経過しており、今後、そ

の維持と更新に多額の経費を要するこ

とが見込まれます。 

自然災害の多様化・甚大化 

東日本大震災の経験とともに、首都

直下型地震の被害想定が見直されたこ

となどにより、防災対策の必要性、緊

急性が再認識されています。 

近年、局地的な災害（ゲリラ豪雨や

竜巻など）が多発しており、対策が求

められています。 

人口構造の変化 

わが国の人口は減少に転じてお

り、世界でも類を見ない速さで少

子高齢化が進行しています。社会

の活力低下や経済成長へのマイナ

スの影響が懸念されています。 

地域コミュニティの重要性 

高齢化や、住民の地域社会への帰属

意識の希薄化などにより、地域コミュ

ニティの弱体化が問題視されていま

す。一方で、東日本大震災の経験をき

っかけに、いざという時の地域コミュ

ニティの重要性が再認識されていま

す。 

経済環境と雇用問題 

産業構造が変化する中、非正規労働

者の大幅増加による経済格差などが問

題となっています。国は雇用政策を雇

用維持型から労働移動支援型へシフト

させるとともに、「多元的」な働き方へ

のシフトを目指しています。また、若

者の雇用の安定、女性が活躍する社会

の実現なども目指しています。 



 

 

 

 

 

  

学校問題の複雑化と教育制度の 

見直し 

学校を取り巻く問題は、学力格差の拡

大、いじめや不登校、体罰問題など、深

刻かつ複雑になっています。 

学校教育においては、すべての子ども

に質の高い教育を保障するため、義務教

育機関の見直しや、一貫教育の実施など

が検討されています。 

地球温暖化の深刻化・ 

エネルギー政策の見直し 

地球温暖化の深刻度が増してお

り、温室効果ガスの削減に向けた取

組が国際的に進められています。 

原子力発電所の事故を受け、エネ

ルギーの多様な供給体制の構築が

求められています。 

高齢社会への対応 

高齢化が急速に進む中、国や地方

自治体の財政負担の増加に対処し

つつ、介護、医療などの支援を安定

して提供する必要があります。 

国では、住み慣れた地域で在宅を

基本とした「地域包括ケアシステ

ム」の構築を進めています。 

子育て支援制度の見直し 

少子化の進行、待機児童数の増加が

問題となっています。平成 25 年に子

ども・子育て関連 3 法が施行されるな

ど、幼児期の教育や保育、地域におけ

る子育て支援等を総合的に推進する

取組が進められています。 

地方分権・行財政 

地方分権一括法の施行以降、法律による

義務付け・枠付けの見直しや条例制定権の

拡大、基礎自治体への権限移譲など地方分

権が進められています。 

国や地方自治体の財政は、社会保障関係

費や少子化対策に係る歳出が年々増加す

る一方で、税収の低迷が続くなど構造的な

問題を抱えています。 

協働・民間連携の地域づくり 

地域課題が多様化する中、行政

だけでなく、市民や地域の団体な

どと協働して、地域課題の解決を

図ろうとする取組が増えていま

す。 

民間の資金やノウハウを活用し

てまちづくりを進めていく手法が

広がりを見せています。 



 

 

災害対策 

 東日本大震災の教訓を踏まえ、

防災、減災に配慮したインフラ、

公共施設、住宅の耐震化、防災拠

点の整備等が求められています。

また、市民一人ひとりの災害への

備えに加え、地域の防災力を高め

ていくことが求められています。 

 

市民参加・協働 

 多様化する市民ニーズ

や地域の課題に対応する

ためには、これまで以上に

市政等へ市民の参画を促

し、地域の団体・企業との

協働を幅広い分野で展開

する必要があります。 

３ まちづくりの課題 
 社会の潮流や本市の現状等から、今後本市のまちづくりを進めていくに当たっての課題 

として、概ね以下の項目が挙げられます。なお、これらの項目は、 

平成 26年 1月 18 日に開催した市民懇談会「あさか  

お・も・て・な・し カフェ」で出された意見 

のほか、総合振興計画審議会で実施した 

ワークショップ等を基にジャ 

ンル分けをしています。 

高齢者 

今後、団塊の世代が後期高齢者に

到達するため、高齢者福祉サービス

の急激な需要増に対応することが求

められています。 

また、高齢者が健康で、地域で安

心して暮らし、活躍できる地域社会

をつくるため、医療、保健、福祉、

労働分野の連携を強化することが求

められています。 

 

 

都市基盤 

 本市は人口の微増が当面続くと見込まれ

ていますが、今後は人口構成の変化（高齢

化の進展）に備え、地域公共交通網の充実

や、安全に通行できる道路の整備などが求

められます。また、都市施設の老朽化が急

速に進むことから、市民の将来負担を増や

すことなく、必要な公共施設を維持・継承

していくための計画的な対応が求められて

います。 

 

人権･男女平等 

 いじめや配偶者等からの暴力、高齢

者、障がい者等に対する虐待など、依

然として様々な人権侵害がみられま

す。 

 また、性別による役割分業意識や人

権を軽視した社会慣行が残っており、

様々な人権課題に対する教育や啓発

に引き続き取組む必要があります。 

まちの魅力 

 本市のさらなる発展のために

は、市の魅力や個性を広く市内外

に発信していく必要があります。 

本市への愛着を高めるととも

に、定住人口や交流人口の増加を

図っていくことが求められてい

ます。 

 

「あさか お・も・て・な・し カフェ」等から出された

意見に基づいて整理しているため、後述する「６つの施策」

とは違うジャンル分けにしています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

行財政運営 

 今後、本市の財政運営はさらに厳しくな

ることが予想されており、市民の暮らしを

守るため、健全で安定的な財政運営を進め

ていく必要があります。 

また、よりよいまちづくりを行う体力・

経営力を向上させるため、マネジメント等

の仕組みの改善や庁内の人材育成を進めて

いく必要があります。 

学校教育 

 本市の未来を担う子どもたち

が、自ら学び、自ら考え、行動す

る力を身につけ、心身ともに健や

かに成長していく環境をさらに整

えていくことが求められていま

す。 

また、子どもたちの学力の向上

を図るとともに、いじめや不登校

の解消に向け、一人ひとりの子供

に対するきめ細やかな対応が特に

求められています。 

コミュニティ 

 本市でも自治会加入率の低下が

問題となる一方、安心・安全な暮

らしを守る地域コミュニティの役

割の重要性が高まっています。 

自治会等の地域コミュニティの

発展を促進しながら、テーマ型の

コミュニティも含め、市民の価値

観や社会の構造変化に適合したコ

ミュニティづくりが求められてい

ます。 

自然・環境 

 本市は交通の利便性が高く、ま

た、自然環境にも恵まれた快適で住

みよいまちです。 

都市としての利便性・安全性を確

保しつつ、黒目川などの河川や、雑

木林、湧水、斜面林などの豊かな自

然環境を活かしたまちづくりが期

待されます。 

また、地球環境問題が深刻化する

中で、環境負荷の少ない社会の構築

を進める必要があります。 

 

生涯学習 

社会の成熟化に対応し、市民の

主体性を尊重した生涯学習、スポ

ーツ活動、文化活動を活性化して

いくことが求められています。 

また、市民が学んだことを、地

域に還元し、地域における学びの

循環を図ることが期待されます。 

産業 

 本市では、工業事業所の減少

や移転、商店街の空き店舗の増

加、農地の減少、従事者の高齢

化や後継者不足などの問題を抱

えています。 

ベッドタウンとしての色彩が

強い本市においても、既存の産

業を活かしつつ、今後の産業政

策のあり方を検討する必要があ

ります。 

 

子育て 

本市は、比較的若い世代の人口が

多く、子育て世代にとって住みよい

まちとなることが求められます。 

幼児教育と保育の一体化、教育と

子育ての連携、生涯学習や地域活動

と子育ての連携などをこれまで以

上に進め、子育てのしやすさを実感

できるまちづくりが求められます。 



 

 

 

 

  

 

第Ⅱ部 基本構想 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

基本構想 

市民と市の 

将来像 
 

実施計画 

施策展開のための事業 

 

 

基本計画 

将来像実現のための具体的な施策 

 

 



 

 

将来像を実現するための 

基本方針【ポリシー】 

 

政策分野【ジャンル】 

第１章 基本構想について 
 

１ 基本構想の概要 
基本構想は、市民と市がともに実現をめざす将来像とその実現に向けた政策

の方向性を示すもので、平成 28 年（2016 年）度を初年度として、平成 37

年（2025 年）度を目標年次とする 10 年間の計画です。 

 

２ 基本構想の構成 
国が進めている地方分権など様々な社会状況の変化を受け、今後はますます

市民と市の協働でまちづくりを進めていくことが求められます。そこで、第 5

次総合計画の基本構想は、これまでのように市の政策分野に沿って体系的に方

針を示すのではなく、まちづくりの主役である市民と市が共有できるものとな

るよう、新しい構成としています。 

 

第５次朝霞市総合計画 基本構想の構成図 

  将来像【ビジョン】 

「私が 暮らしつづけたい（つづける）まち 朝霞」 

将来像の基本概念【コンセプト】 

安全・安心 

なまち 

子育てが 

しやすい 

まち 

つながりの 

ある 

元気なまち 

自然・環境 

に恵まれた 

まち 

思いやりをもった 

まちづくり 

参加と協働による 

まちづくり 

経営的な視点を 

もったまちづくり 

 

 

災害対策 

 

防犯 

 

市民生活 

環境 

 

と 

 

ｺﾐｭﾆﾃｨ 

 

 

教育 

 

と 

 

文化 

都市基盤 

 

と 

 

産業振興 

 

 

健康 

 

と 

 

福祉 

 

構想推進 

 

の 

 

ために 

より分かりやすくする

ため、「構成図」を変更

しました。 



 

 

～「私が 暮らしつづけたい 

（つづける）まち 朝霞」～ 

 

第２章 私たちのまち・朝霞の将来像 
 

１ 将来像（ビジョン） 
 

 

 

 

 

 

 

私たちのまち・朝霞には、子どもたちからお年寄りまで、たくさんの人が暮

らしています。このまちに住んでいる人、学んでいる人、働いている人、市内

で活動している人など、「朝霞に関わりのある一人ひとりが」の意味を込めて、

将来像の主語を“私”としています。 

“私”が、朝霞というまちを愛し、「朝霞に暮らしつづけたい」、「朝霞で暮ら

してみたい」と思えるような、魅力的で住みやすいまちにしていきたいと思い

ます。 

  

カタカナ表記が分かりやすいと

のことから、 

「将来像」･･･「ビジョン」 

「基本概念」･･･「コンセプト」 

「基本方針」･･･「ポリシー」 

「政策分野」･･･「ジャンル」 

としました。 



 

 

安全・安心なまち 

子育てがしやすいまち 

 

 

 ２ 将来像の基本概念（コンセプト） 

「私が 暮らしつづけたい（つづける）」と思えるまちであるために、日々の

安全・安心や、人々のつながり、まちの元気や潤い・やすらぎなど、誰にとっ

ても欠かせません。また、将来にわたって暮らしつづけるために、まちの未来

を担う子どもを育てやすいことや、私たちが暮らす環境が守られていることな

ども大切です。 

このようなことから、具体的にどのようなまちであれば、「私が暮らしつづけ

たい』と思えるまちになるのか、「朝霞のまちがこうありたい」、「こうあってほ

しい」という想いを基本概念（コンセプト）として「安全・安心なまち」、「子

育てがしやすいまち」、「つながりのある元気なまち」、「自然・環境に恵まれた

まち」の４つにまとめました。 

この４つの基本概念（コンセプト）を市民と市が共有し、同じ方向を向いて

力を合わせて取り組んでいきたいと考えています。 

 

 

 

 

“安全・安心なまち”とは、私が「日常生活において安全で安心して暮ら

していける」と実感できるまちであるとともに、「非常時においては、みんな

で助け合って乗り越えられる」と実感できるまちです。 

日常生活においては、安心して子どもを育て、落ち着いた老後を過ごせる

ことが必要です。また、誰もが安全に不自由を感じることなく行動でき、不

安をかかえずに日々を過ごせることが必要です。 

また、非常時の災害による被害をできるだけ少なくするよう日頃から備え

をし、万一、災害が起きても、みんなで助け合って乗り越えていける、そん

なまちにしていきたいと思います。 

 

 

 

“子育てがしやすいまち”とは、私が「このまちで子どもを育て、その喜

びを実感できる」まちです。 

そのためには、子どもたちがのびのびと成長し、学び、遊べる良好な環境

が整い、私が安心して楽しく子育てできるために、様々な支援が充実してい

ることが必要です。 

さらに、自然や文化に接しながら、子どもたちが心豊かに成長し、質の高

い教育を受けられる、そんなまちにしていきたいと思います。 



 

 

つながりのある元気なまち 

自然・環境に恵まれたまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“つながりのある元気なまち”とは、私が「いきいきと暮らし、さまざま

な人々と絆（きずな）を結び、自分らしい人生を味える」と実感できるまち

です。 

そのためには、個人のライフスタイルを尊重し合いながら、地域に住む人々

が連帯し、自分たちのまちを自分たちが住みやすいまちにしていくことが必

要です。 

また、近くに商店街のにぎわいがあるなど、各施設がまちのなかにバラン

ス良く存在していれば、地域で働く機会も増え、より活気のあるまちになる

はずです。そんな元気なまちにしていきたいと思います。 

 

 

 

 

“自然・環境に恵まれたまち”とは、私が「四季折々の草花、動物たち、

川や湧水などの自然が豊かだ」、「まちの歴史や文化伝統を大切に次の世代に

手渡していける」と実感できるまちです。 

そのためには、豊かな自然や環境を守り、育て、さらに魅力を引き出して

いくことが何よりも大切です。 

まちの自然・環境のすばらしさを、誰もが自信を持って語り合い、歴史や

文化伝統を誇れるような、そんなまちを創り出したいと思います。 

これまでの A3 横長の「概念図」をやめ、４つの

項目ごとに解説文を入れた形にしました。 



 

 

参加と協働によるまちづくり 
 

経営的な視点をもったまちづくり 
 

思いやりをもったまちづくり 
 

３ 将来像実現のための基本方針（ポリシー） 
市は、総合計画が市の最上位計画であることから、全ての施策の整合を図

りつつ、財政状況や時代の流れに対応していくため、計画の達成度だけでな

く、効果などもわかりやすく評価できるよう努めるとともに、その評価結果

を踏まえ、施策や事業を柔軟に見直すものとします。 

また、将来像の実現に向け、以下の 3 点を基本方針（ポリシー）として

政策を立案していきます。 

これは、市の全ての分野に渡る視点となるもので、市民と市は、この基本

方針を共有し、ともにまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）思いやりをもったまちづくり 

   ①人権を尊重し共助の心をもつ 

市民と市は、一人ひとりの生き方や生活スタイルを尊重し、お互いに

支え合う心を大切にします。 

②ユニバーサルデザインの視点をもつ 

・市民と市は、お年寄りや障害をお持ちの方、こどもたちなど、誰にと

っても暮らしやすいまちの実現に向けて取り組みます。 

（２）参加と協働によるまちづくり 

①お互いの情報を共有する 

・市は、まちづくりの現状や課題などの情報を市民へ積極的に提供します。 

・市民と市、または市民同士で、それぞれの特性を最大限に生かしてまちづ 

くりを進められるよう、お互いが有する情報を積極的に共有します。 

②誰もが参加できるようにする 

・市民一人ひとりの思いを大切にし、まちづくりに生かすことができる

よう、市は、一人ひとりの市民に合った多様なまちづくりへの参加の

機会を提供し、市民もまちづくりへ積極的に参加します。 

③市民と市がそれぞれの役割を果たす 

・市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自らの意志と責任で

まちづくりに参加するように努めます。 

・市は、参加と協働によるまちづくりを推進し、市民活動を支援します。  

前回意見を踏まえ、追加しました。 



 

 

 
（３）経営的な視点を持ったまちづくり 

①目標達成に向け、計画的かつ柔軟に取り組む 

・市は、中長期的視点から持続可能な計画を立て、社会状況に変化が生

じた際は手段を柔軟に見直して対応します。 

・市は、持続可能なまちとなるよう、現在のみならず将来を見据えた取

組みを実施します。 

②経営資源を最大限に活かして取り組む 

・市は、市へ納められた税金が、このまちをよくするために役立ってい

ると市民が実感できるよう、常に行政改革に取り組み、最小のコスト

で最大の効果が上げられる経営を進めます。 

・市は、まちづくりの担い手を育て、まちの基盤を整えるなど、将来の

ために必要な投資を継続的に行います。 

③公正で透明な行政運営に努める 

・市は、公正な行政運営に努めるとともに、基本構想・基本計画に掲げ

る目標の達成状況、事業の取組状況など、市政に関する情報などをこ

れまで以上に積極的に公開して市の透明性を高め、市民への説明責任

を果たします。 
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（年齢４区分別割合）

４ 基本フレーム 
基本フレームは、平成 28 年（2016 年）度から基本構想の計画期間の最終

年度となる平成 37 年（2025 年）の姿を人口、都市構造の視点から表現した

ものです。 

 

（1）将来人口 

全国的に人口減少が進む中、本市では東京メトロ副都心線の開業などで交

通利便性が向上しており、人口が増加しつづけています。今後も市内での開

発が引き続き行われることなどにより人口の増加が続き、平成 37 年（2025

年）の人口は約 136,000 人になると見込まれています。しかしながら、人

口構成比でみると、14 歳以下の割合は減少し、75 歳以上の割合は増加する

と見込んでいます。 

 

 

 

【人口の推移と将来推計結果】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 17･22･27・32･37 年の年齢 4 区分別人口比】 

  

  

将来人口（平成 37 年見込み） 136,000 人 

(2005 年)   (2010 年)    (2015 年)    (2020 年)      (2025 年)      (2030 年) 

H17,H22 を追

加しました。 



 

 

 

（2）財政フレーム（仮） 

  本市の財政状況は、第４次の計画期間である平成１８年度から平成２５年

度まで、おおよそ３５０億円前後で推移しています。 

  今後、第５次の計画期間である平成２８年度から平成３７年度までの財政

フレームも、下図のとおり第４次と同様に推移していくことが予想されるこ

とから、第５次の１０年間については、持続可能で堅実な財政運営が求めら

れます。 

 

■歳出：決算（平成１８年度～平成２６年度）及び予算（平成２７年度）         （単位：千円） 

区   分 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H 24年度 H25年度 H 26年度 H27年度 

人 件 費 5,693,546 5,755,136 5,736,752 5,735,489 5,928,146 5,876,284 5,885,875 5,750,538   

扶 助 費 5,021,259 5,508,363 5,777,665 6,375,916 8,653,981 9,233,371 9,525,890 9,822,425   

公 債 費 2,310,796 2,691,476 2,800,510 2,852,646 2,970,395 3,110,813 3,150,528 3,195,235   

物 件 費 6,930,839 7,418,979 7,052,702 7,081,789 7,256,808 7,380,666 7,382,755 7,444,400   

維 持 補 修 費 378,171 391,282 417,420 448,531 407,565 425,739 430,709 369,239   

補 助 費 等 2,692,936 2,705,979 2,939,383 5,067,513 3,005,069 2,892,494 3,089,281 3,061,737   

繰 出 金 3,356,393 3,652,835 3,280,354 3,188,470 3,330,872 3,269,032 3,144,071 3,642,404   

投資及び出資金 
 

 4,800        

貸 付 金 110,080 102,080 90,800 115,678 114,050 127,780 133,790 129,260   

積 立 金 997 25,229 5,008 3,920 2,771 1,559 1,398 505,769   

前年度繰上充用金 
 

         

普通建設事業 6,768,645 4,430,798 5,479,704 6,269,122 2,804,532 2,840,713 2,372,856 1,627,270   

災害復旧事業      11,047     

合 計 33,263,662 32,682,157 33,585,098 37,139,074 34,479,014 35,169,498 35,117,153 35,548,277   

 

  

第４次計画期間における財政状況を掲載するととも

に、第５次を大枠で解説したいと考えています。 



 

 

 

（3）都市構造（仮） 

  本市は、都心への交通アクセスの利便性から、鉄道駅を中心として南北か

ら台地全体に市街化が進行し、現在のまちが形づくられてきました。 

  まちの縦横にはシンボル的な黒目川、新河岸川が流れており、その河川敷

に広がる田園や自然の風景も本市の魅力となっています。また、市街地内に

も貴重なまとまった緑である基地跡地が残されています。 

  しかしながら、東京のベッドタウンとしての人口増大に対応した市街地の

拡大にともなって、農地や斜面林の減少、都市機能の混在や景観の変化など

も進んでいます。また、鉄道と河川が十字状に軸を形成して市内を分断して

いるとともに、国道・県道などの幹線道路は本市の南部および東部の外側を

走っているため、道路の体系的なネットワーク化を進めることが重要です。 

  こうした都市構造上の課題を踏まえた上で、都市形成の面から将来像の実

現を図るため、本市の魅力としての交通利便性やうるおいのある緑を活かし

ながら、以下の視点を基本的な考え方としたまちの骨格づくりを進めます。 
 

・市街地内に商業・文化などの機能を集積させる拠点的な地区の整備を図り

ます。 

・市のほぼ中央部を流れる黒目川と新河岸川を基軸にして、その河川周辺の

市街化調整区域※における地域特性に応じたゾーンを形成します。 

・現状の市街地の土地利用を維持しながら、住と農、住と工、住と自然など

のバランスのとれた市街地の形成を図ります。 

・広域的な交通軸や駅など交通結節点と市街地内を有機的に結び、本市内外

の連携・交流を図るための道路網の形成を図ります。 

・市内に残る貴重なオープンスペースである基地跡地については、緑の拠点

機能など多面的な活用が期待される本市のシンボルとなる拠点であり、新

たなまちづくり拠点として、市民の合意形成を進め、市民にとって有効な

活用を図ります。 

 

 

第４次の内容をそのまま掲載しています。 

都市構造図（見直し）が示されたのを受け、 

審議会にて内容を審議していただきたいと思い

ます。 



 

 



 

 

【将来都市構造のまとめ】 

構 成 種 類 内 容 

拠点 

まちの拠点 
・東武東上線朝霞駅周辺 

・ＪＲ武蔵野線北朝霞駅と東武東上線朝霞台駅周辺 

新たなまちづくり拠点 

・キャンプ朝霞跡地 

・旧第四小学校跡地 

・根岸台３丁目の工場跡地（予定地） 

都市軸 

広域交通軸 

・東京外かく環状道路 

・国道２５４号（川越街道・都市計画道路 東京小諸線） 

・国道２５４号バイパス（都市計画道路 志木和光線） 

地域交通軸 
・県道 

・都市計画道路 

水と緑の軸 ・荒川、新河岸川、黒目川、越戸川 

ゾーン 

市
街
地
ゾ
ー
ン 

商業系ゾーン 
・現在指定されている商業系用途地域の範囲および国道

２５４号沿道 

工業系ゾーン 

・現在指定されている工業系用途地域の範囲 

（根岸台３丁目地内と膝折２丁目地内の一部の工業地域

および栄町３、４丁目地内の一部の準工業地域を除く） 

住居系ゾーン 
・現在指定されている住居系用途地域の範囲（国道２５

４号沿道を除く） 

 

都市農地を 

活かすまちづ 

くりゾーン 

・旧暫定逆線引き地区 

自然空間保全ゾーン ・黒目川、新河岸川周辺に拡がる市街化調整区域 

 

緑地保全ゾーン ・荒川近郊緑地保全区域 

自然と共存す

る公共施設等 

ゾーン 

・黒目川と新河岸川沿いの公共施設、病院・福祉施設、

教育施設の立地する市街化調整区域一帯 

自然と調和のと

れたまちづくり 

ゾーン 

・国道２５４号バイパスの整備と一体的に周辺の自然と

調和した沿道土地利用を図る市街化調整区域 

 

  



 

 

暮らしの安全と安心のために 

（災害対策・防犯・市民生活） 

 

みんなで支え合う健康と福祉のために 

（健康と福祉） 

活力と調和による住みよいまちづくりのために 

（都市基盤・産業振興） 

 

豊かな心と人間性を育む教育・文化のために 

（教育・文化） 

やすらぎと潤いにあふれる環境と共生社会のために 

（環境とコミュニティ） 

基本構想を推進するために 

（人権・男女平等、市民参加・協働、行財政運営） 

 

５ 政策分野（ジャンル） 
市は、将来像の実現に向け、６つに分けた政策分野において、具体的な施

策を立案し取組を進めます。 

  この６つの政策分野をより具体的、体系的にしたものが次項以降に掲げる

「基本計画」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野ごとに「･･･のために」を追加しました。 

なお、これまで掲載していた「概念図」については、「基本

構想」の冒頭に「構成図」を掲載しているため概念図」を

削除しました。 


